
JMRC中国スーパー１５００車両規定（Ｓ１５００）

ＪＡＦ国内競技車両規則のスピードＮ車両規定に従った自動車登録番号標を有する車両（ナンバー付車両）とする。

ただし、次の規定を必ず満足すること。

①排気量：１５００ｃｃ以下の自然吸気エンジン（ＮＡエンジン）とする。

②駆動方式：前輪２輪または後輪２輪のいずれかを駆動する二輪駆動車とする。

③車両本体価格：１８０万円以下とする。

当該自動車製造者発行の量産車カタログの同一車両型式に記載される車両本体価格を基準とする

④最終減速比：変更は許されない。

⑤フライホイール：変更は許されない。

⑥エアコン：装着およびその機能を維持していること。

⑦タイヤ：セミレーシングタイヤの使用を禁止する。

競技に使用できるタイヤサイズは、Ｎ車両規定により幅10mm 径1インチのサイズアップ可能だが、且つ最大幅を

195mmまでとする。純正195装着の車も195迄（競技会場内）

ﾀｲﾔﾒｰｶー ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ名使用不可タイヤ名称

横浜ｺ ﾑ゙：ADVAN AO50/A049/A048

住友ｺ ﾑ゙：DIREZZA D03G /D02G

FORMULA-R D93J

FALKEN RX-VⅡ/RS-V04

ﾌﾞﾘﾁﾞｽﾄﾝ:POTENZA RE11S /RE55S

東洋ｺ ﾑ゙:PROXES/TRAMPIO R888

但し、上記以外のタイヤでもＳタイヤに準ずると判断された場合、猶予期間を待たず使用を禁止する場合がある

⑧参加制限：自動車検査証の初度登録年月より７年経過した車両は参加できない。

ただし、７年経過後も国内生産（同一車両型式）されていれば、生産終了日の年末まで参加できる。

例：初度登録年月が平成１５年１月～１２月の車両の場合、平成２２年１２月３１日まで参加することができる

以上

※本規定は２０１２年１２月３１日まで有効である。ただし、年度ごとに小変更を行うことがある。

※本規定に疑義が生じた場合、ＪＭＲＣ中国ジムカーナ部会の決定を最終とする。

ＪＭＲＣ中国ジムカーナ部会

２００９年８月１６日制定


